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様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 第１１回朝霞市総合計画策定委員会 

開催日時 
令和６年１２月１７日（火） 午前 ９時２５分から 

              午前 ９時４３分まで 

開催場所 朝霞市役所 別館３階 市長公室 

出席者及び 

欠席者の 

職・氏名 

 

【出席者】 

稲葉市長公室長、千葉危機管理監、須田総務部長、紺清市民環境部長、 

佐藤福祉部長、齊藤こども・健康部健康づくり課長、松岡都市建設部長、 

塩味都市建設部次長兼開発建築課長、田中会計管理者、 

久保田上下水道部次長兼水道施設課長、 

菊島議会事務局次長兼議会総務課長、 

関口学校教育部次長兼教育総務課長、 

奥山生涯学習部長、田中監査委員事務局参事兼局次長 

 

（事務局） 

櫻井市長公室次長兼政策企画課長、齋藤同課主幹兼課長補佐、 

山本同課長補佐、石﨑同課政策企画係長、山本同課同係主任 

 

【欠席者】 

なし 

 

議題 

 

１ 第９回総合計画審議会における意見及び対応について（報告） 

２ 青少年の意見聴取結果について（報告） 

３ 基本計画（素案）について 

４ その他 

 

会議資料 

 

【資 料 １】第９回総合計画審議会における意見及び対応 

【資 料 ２】青少年の意見聴取結果報告書 

【資 料 ３】第６次朝霞市総合計画前期基本計画（素案）第２章 

【資 料 ４】第６次朝霞市総合計画前期基本計画（素案）第３章 

【資 料 ５】第６次朝霞市総合計画前期基本計画（素案）第４章 
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会議録の 

作成方針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 ■要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした場合の

当該電磁的記録の保存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法  出席者の確認及び事務局の決裁 

傍聴者の数 － 

その他の 

必要事項 
なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

【開会】 

 

 

 

【議題】 

１ 第９回総合計画審議会における意見及び対応について（報告） 

 

【説明】 

（事務局：山本政策企画課政策企画係主任） 

 第９回総合計画審議会における意見及び対応について、資料１を基に報告する。 

 まず、「１ 基本構想（素案）について」では、Ｎｏ２、各個別計画におけるキーワー

ドが盛り込まれているか留意してもらいたい、という意見があった。 

 これについては、基本構想の計画期間中に、各個別計画のキーワードが変わる可能性

もあるため、キーワードの趣旨を基本構想に表現できるか検討することとした。 

 次に、「２ 基本計画（素案）の施策体系について」では、Ｎｏ３、中柱と小柱の関係

が分かりにくい箇所があるので、もう少し整理した方がよいのではないか、との意見が

あった。 

 この意見を踏まえ、全庁に中柱と小柱の関係の見直しを依頼し、修正を行った。 

 なお、議題（３）において、第２章から第４章までの基本計画（素案）を審議するが、

そこで用いる資料３から資料５までは、所管課からの修正を反映した内容となっている。 

 そのほか、施策体系についての意見を踏まえ、修正した内容を基本計画（素案）に反映

するとともに、基本計画策定に当たり、参考にしたいと考えている。 

 最後に、「３ 基本計画（素案）【第１章】について」では、Ｎｏ１からＮｏ４まで、指

標の考え方などについての意見があった。 

 指標の設定に当たっては、第５次総合計画からの継続性やバランス等も考慮している

が、全体的に、中柱ごとの成果指標としてよりふさわしい指標がないか検討し、必要に応

じて修正することとした。 

 なお、ふさわしい指標がない場合、指標を記載しない方がよい、との意見もあったが、

外部評価委員会において、指標がないと判断が難しいという意見もあることから、指標

をなくすことは考えていない。 

 Ｎｏ５とＮｏ６では、「小柱ごとに成果指標を設定すること」や、「実施計画の内容も審

議会に諮るべき」との意見があった。 

 基本計画において、事務事業レベルの指標を定めていくことは、事業の硬直化を招き

かねないことから、基本計画には記載しないこととしている。 

 また、実施計画は、基本計画が決定した後に検討していくため、審議会に示すのは難し

いと考えている。 

 そのほか、個別具体的な取組についての意見は、所管課において内容を検討し、実施計

画において参考にしてもらいたいと考えている。 

 報告は以上である。 

 

【質疑等】 

 なし 
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【結果】 

 報告のとおり、対応を進める。 

 

 

 

【議題】 

２ 青少年の意見聴取結果について（報告） 

 

【説明】 

（事務局：山本政策企画課長補佐） 

 青少年の意見聴取結果について、報告する。 

 資料２は、大学生アンケートと高校生サロンの実施結果について、「青少年の意見聴取

結果」としてとりまとめたものである。 

１ページ、大学生アンケートの概要としては、東洋大学及び大学院の学生に対し、朝霞

市の印象や魅力などについてアンケートの調査票を配布する形式で、シティ・プロモー

ション課と協働して行い、４４人に配布し、３０人から回答があった。 

２ページだが、「③居住地」への回答として、回答者３０人のうち、朝霞市以外が２４

人となっているため、このアンケートには、市外に居住する若者の視点が色濃く反映さ

れているものと考えている。 

３ページから１４ページまでがアンケート結果である。 

主な内容として、３ページ、「問１ 朝霞市の印象について」では、「都市の魅力と自然

などの魅力の両方を備えたまち」や「交通の利便性が良く便利なまち」、「自然が豊かなま

ち」などの回答があった。 

７ページ、「問５ 朝霞市についてもっとこうしたい、こうだったらいいのに」では、

「もっと賑わいのあるまちにすればいい」、「もっと地域内交通を便利で安全にすればい

い」などの回答があった。 

１１ページ、「問９ 将来、朝霞市内に住みたいと思うか」では、「思う」が１９人で 

６３．３％となっており、１２ページ、その理由としては、「交通の利便性がよい」や「自

然環境がよい」など、問１の回答と同じ理由で住みたいと考えている傾向があった。 

次に、１５ページ、高校生サロンの概要だが、これは都市計画マスタープランの策定に

向けたあさかまちづくりサロンのうち、高校生サロンをまちづくり推進課と協働で実施

したもので、朝霞高校と朝霞西高校の生徒がワークショップ形式で、未来の朝霞市の望

ましい姿をキーワードで導いたものである。 

結果は１６ページから２１ページまでになるが、２２ページには総括をまとめている。 

私たちの理想のまちのキャッチフレーズとしては、「望ましい暮らしのあり方を実現す

るまち」や「未来の朝霞市のあり方そのもの」があった。 

また、キーワードとしては、今までの意識調査等で分析した内容である「自然」や「安

全」などに加え、「自分らしく」、「個々の人生を尊重」、「ＱＯＬ」など、自分の生活の視

点からのキーワードが挙げられていた。 

これらの結果については、庁内で共有し、計画策定の参考にしてもらいたいと考えて

いる。 

 報告は以上である。 

 

【質疑等】 

 なし 
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【結果】 

 原案のとおり、次回審議会で報告する。 

 

 

 

【議題】 

３ 基本計画（素案）について 

 

【説明】 

（事務局：石﨑政策企画課政策企画係長） 

 基本計画（素案）について説明する。 

 まず、資料３は、前回の策定委員会で審議した第１章と同様、各部会から提出された施

策検討シートの内容を第２章としてまとめたものである。 

 なお、前回の審議会からの意見を踏まえ、各所管課に中柱と小柱の内容確認を依頼し、

必要に応じて修正を行っており、本日の資料は、その修正等を反映したものである。 

 また、資料４と資料５についても、同様に修正等を反映している。 

 主な修正点として、まず、第２章においては、資料３の２ページ、大柱１「地域共生社

会の推進」の中柱（１）、小柱④の名称を「人と人とをつなぐ、地域人材の発掘及び育成

支援」から、「地域福祉人材の発掘及び育成支援」に変更している。 

 また、８ページでは、中柱（３）「子育て家庭を支えるための環境整備」の「現状と課

題」の５段落目に、結婚応援や妊婦・出産支援等の内容を追記している。 

 次に、第３章においては、資料４の全体にわたって、「各学校」、「各小中学校」を「各

校」に統一するなど、語句の整理がされている。 

 また、７ページ、中柱（４）「質の高い学校教育を推進するための環境の充実」におけ

る「現状と課題」の４段落目に、小柱⑥を意識して、学校給食の内容を追記するなど、全

体で中柱と小柱のつながりを考慮した見直しがされている。 

 最後に、第４章では、資料５の２ページ、中柱（１）の名称「住み良い環境づくりの推

進」について、ひらがなで表記されていた「よい」が、環境推進課が所管する条例の表記

に合わせ、漢字表記に修正されている。 

 審議に当たっては、前回の策定委員会と同じく、他の部会の視点から施策間で整合が

取れているか、全体を俯瞰的に確認してもらいたい。 

 また、質問等については、検討状況を踏まえ、各部会から説明をお願いしたい。 

 説明は以上である。 

 

【質疑等】 

（稲葉市長公室長） 

 中柱や小柱について、各部会で検討した上で修正され、更に調整等もされており、かな

りできあがってきているとは思う。 

 この会議後、庁内各課で気付いた点や、分野別市民懇談会等を受けて修正したい点が

生じた場合には、修正に対応できるという認識でよいか。 

 

（事務局：櫻井市長公室次長兼政策企画課長） 

 まず、審議会に示していない章であれば、審議会前に修正が可能と考える。 

また、今後、３月に市民コメントを実施する予定だが、実施の前に、総合計画の市民コ

メント（案）の策定のため、再度内容の確認を行う予定である。 
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 その内容確認の際に、修正等があれば反映することができるので、気付いた点があっ

た場合には、事務局まで連絡してもらいたい。 

 

【結果】 

 原案のとおり、次回審議会の議題とする。 

 

 

 

【議題】 

４ その他 

 

【説明】 

（事務局：櫻井市長公室次長兼政策企画課長） 

 今後の流れだが、本日の審議を踏まえ、１２月２３日（月）に総合計画審議会を開催

し、第６次総合計画基本計画（素案）の第２章から第４章までについて意見をもらい、引

き続き基本計画（素案）の策定を進める。 

 次に、１３日及び１４日に開催した市民意見交換会については、２日間で合計６８人

の参加があったが、パネルの内容は、引き続き２３日（月）まで別館下に掲示するととも

に、ホームページにも掲載しており、２７日（金）を期限として意見を募集している。 

意見の詳細は、次回以降の策定委員会で報告する。 

また、将来像についても、市民意見交換会での意見を参考に、市長等の意見も踏まえ決

定し、策定委員会や審議会に報告したいと考えている。 

次に、第２回分野別市民懇談会について、来年２月１日（土）と２日（日）に、中央公

民館・コミュニティセンターで開催する。 

会場のレイアウトや、第５次後期基本計画の際に実施した分野別市民懇談会の資料に

ついて、参考として、今月中に送付する。 

最後に、次回の策定委員会については、１月１４日（火）、執行部連絡会終了後の開催

を予定している。 

議題としては、基本構想（素案）を示すとともに、基本計画（素案）として、残りの第

５章～第６章を示す予定だが、改めて開催通知を送付する。 

 

【質疑等】 

（佐藤福祉部長） 

 分野別市民懇談会においては、各部会でどこまでの内容を取り上げる想定なのか。 

 基本計画（素案）の大柱、中柱、小柱の説明をした上で、意見交換を行う、という認識

でよいか。 

 

（事務局：櫻井市長公室次長兼政策企画課長） 

 基本計画（素案）の体系などを示しつつ、ある程度掘り下げた意見を聴き、小柱やその

先の実施計画の検討に生かすことを想定している。 

 後日、前回の資料も提供する際に、懇談会の考え方についても改めて示したい。 

 

 

 

【閉会】 

 

 


